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第８章 建設・都市整備 

1. 道路及び橋りょう 
交通量の増大や車両の大型化により都市計画街路の築造改良、生活周辺の道路整備として歩道設置

などを行っている。また、道路の維持管理については、巡回パトロールや市民からの通報により、機

動修理班の出動や業者委託により迅速に対応している。 

 

(1) 道路・橋りょうの現況 

  ○ 道 路   

表8－1                                        （令和6年4月1日現在） 

区   分 実延長（m） 舗装済み延長（m） 舗装率（%） 道路面積（㎡） 

計 668,812 574,210 86 4,595,269 

 国   道 14,996 14,996 100 370,487 

府
道 

京都府管理分 43,761 43,761 100 476,059 

京都市管理分 5,821 4,422 76 29,098 

市   道 604,234 511,031 85 3,719,625 

注:1 国道については24号と1号（京滋バイパス）の合計数値。市道については、道路台帳整備後

の数値。 

2 舗装率＝
  舗装済延長  

実延長
 ×100 

  3 道路面積は、道路敷面積。 

資料：国土交通省京都国道事務所、西日本高速道路株式会社京都高速道路事務所、京都府山城北土

木事務所、京都市道路明示課、建設総務課 

 

○ 橋りょう 

表8－2                       （令和6年4月1日現在） 

区   分 橋   数 橋 長（m） 

永 久 橋 293 3,076 

木   橋  2    58 

計 295 3,134 

 

(2) 道路整備事業の主な取組み状況 

○ JR六地蔵駅前広場整備事業 

JR奈良線の高速化・複線化第二期事業に併せて行うJR六地蔵駅の改良に伴い駅前広場の再整備

に取り組んでおり、令和6年度は駅前広場のシェルター及び舗装の整備等を行った。 

 

○ 六地蔵地区道路整備事業 

JR六地蔵駅北周辺地区計画に基づき、区画道路及び自転車歩行者専用道路の整備に取り組んで

おり、令和6年度に六地蔵33号線の拡幅整備が完了し、六地蔵サポート道路が開通した。 
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○ 宇治五ケ庄線道路整備事業 

道地域では、宇治国道踏切及び踏切前後道路の拡幅改良が平成29年度に完成した。令和6年

度は宇治国道踏切から三室戸駅までの道路拡幅区間の用地取得に取り組んだ。また、黄檗地域で

は、京都大学職員宿舎前の歩道拡幅整備が完了した。 

 

○ 道志津川線道路整備事業 

市道 道志津川線では、幅員が狭小な区間の道路拡幅整備に取り組んでおり、 道谷下り工区

では、令和4年度にJR奈良線の高速化・複線化第二期事業に併せて行う大鳳寺踏切拡幅工事と踏

切東側の拡幅工事が完成した。また、門前工区では、令和4年度に一部区間の道路拡幅工事が完

成しており、令和6年度は用地を取得した一部の歩道拡幅整備を行った。 

 

  ○ 宇治白川線道路改良工事 

    市道宇治白川線では、市道下居大久保線との交差点における渋滞緩和のため左折レーンの整備

に取り組んでおり、令和6年度に完了した。 

 

(3) 道路・橋梁等の維持修繕 

安全で快適な道路等の維持管理の一環として、道路側溝等の改修・舗装補修及び区画線・防護柵

の補修並びに街路樹の剪定等の取り組みにより、市民が一層快適に暮らせるよう整備に努めている。 

また、緊急業務の対応として、機動修理班による直営の補修及び業者との契約による単価契約工

事や小修繕工事により、事故・災害の未然防止に努めている。 

 

  ○ 機動修理班事業実績（令和6年度） 

・ 年間処理件数 

表8－3                                              （単位：回） 

区  分 計 市民要望 市独自によるもの 

道 路 保 全   646 296 350 

道 路 側 溝   253 191  62 

浚 渫   124 43  81 

防 災    69 46  23 

橋 梁     5 0   5 

交 通 安 全   110 63  47 

溶 接 関 係    16 4  12 

防 護 柵    45 18  27 

不 法 投 棄    48 28  20 

そ の 他   256 82 174 

計 1,572 771 801 

   ・夜間及び休日における緊急出動回数18回 

 

○ 道路インフラ長寿命化事業 

道路インフラについて、個別施設計画（宇治市橋梁長寿命化計画等）に基づき、予防保全的な

維持管理の視野に立った修繕事業に取り組んでいる。  
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(4) 街灯の設置と管理 

歩行者等への夜道の安全及び防犯対策として、自治会等からの設置申請に基づき街灯を設置して

いる。 

街灯の管理については、機動修理班による定期的な点検と市民からの球切れ・故障等の通報に基

づき、年間契約している業者が早期に修繕を行っており、市民の安全対策に努めている。 

また、平成27年度から令和3年度にかけて、市内の街灯（蛍光灯）や道路照明灯等を特殊な器具を

除き、省電力なLED灯に交換が完了した。今後も引き続き、温室効果ガスの排出量削減に努めていく。 

 

  ○ 市街灯設置 

表8－4 

 

(5) 道路占用 

市道は、一般交通の用に供するものであるが、道路管理上支障がない範囲において、道路管理者

（市の場合は市長）は占用を許可することができる（道路法第32条）とされている。本市も道路占

用料条例を定め、道路の占用を認めている。 

表8－5 

占 用 先 目 的 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 

関西電力 

送配電(株) 

地下電らん 58,040m 60,100m 62,114m 62,137m 62,126m 

電 柱 16,960本 17,044本 15,697本 17,142本 15,756本 

  (1,346本)  (1,346本)  (1,352本)  (1,382本)  (1,437本) 

大阪ガス(株) ガ ス 管 428,419m 430,192m 430,748m 432,886m 433,666m 

西日本電信電話

(株) 

地下電らん 394,459m 394,367m 394,370m 394,510m 398,339m 

電 話 柱 13,129本 13,142本 13,120本 13,096本 14,377本 

  (9,344本)  (9,370本)  (9,368本)  (9,432本)  (10,568本) 

公 衆 電 話 18か所 15か所 15か所 15か所 11か所 

（ ）内数字は、内二次占用柱の本数を示す。 

 

(6) 市道の認定 

地域の生活に密接に関わる道路を市道として認定していくにあたり市道認定基準を定めている。 

宇治市市道認定基準等に関する要綱（昭和45年制定 平成30年一部改正） 

 

  ○ 認定基準 

・ 道路の幅員が4m以上のもの 

・ 不特定多数の利用者の道路であること 

・ 道路の敷地が市の所有となるもの 

・ 道路の起終点が国府市道に接続するか、若しくは国府市道と国府市道に連絡する交差点に接

続するか又は国府市道から公共施設に通じる道路であること  

蛍 光 灯 水 銀 灯 ナトリウム灯  L E D 灯 計 
令 和 6 年 度 

電 気 料 金 
契約口数 

40灯 1灯 56灯 17,820灯 17,917灯 35,206,895円 16,638口 



- 177 - 

○ 認定の状況 

表8－6 

年   度 本   数 距   離（m） 

令 和 2 年 度 8   517.4 

令 和 3 年 度 11 1,263.7 

令 和 4 年 度 10   686.9 

令 和 5 年 度 3   504.7 

令 和 6 年 度 6  336.6 

 

(7) 私道整備事業補助金交付制度 

宇治市では、生活環境の整備を図るため、私道の舗装や側溝整備等の工事を行う町内会等に対し

て、工事費の80%（ただし、横断側溝工事は工事費の90%）に相当する額を補助金として交付してい

る。 

○ 補助基準 

・ 不特定多数の者の用に供しているもの 

・ 幅員が2.5m以上のもの（ただし、袋路状道路にあっては、建築基準法第42条第1項第3号また

は第5号に該当するもの） 

・ 街きょ、側溝、暗きょ及び雨水ます等の排水設備のあるもの 

・ 建設完了後3年以上経過しているもの 

・ 町内会又は自治会等の申請で、申請期間は毎年4月1日から12月末日まで 

○ 交付実績 

表8－7 

年 度 補助額（円） 工 事 内 容 

平成30年度 10,967,000 
舗装補修 面積 252.0 ㎡ 

排水設備 延長 140.2 m 

令和元年度 11,841,000 

舗装新設 面積 390.0 ㎡ 

舗装補修 面積 99.0 ㎡ 

排水設備 延長 109.0 m 

令和2年度 11,970,000 排水設備 延長 134.1 m 

令和3年度 11,984,000 
舗装補修 面積 242.4 ㎡ 

排水設備 延長 127.4 m 

令和4年度 11,851,000 
舗装補修 面積 320.0 ㎡ 

排水設備 延長 103.4 m 

令和5年度 13,106,000 
舗装補修 面積 459.0 ㎡ 

排水設備 延長 130.0 m 

令和6年度 11,711,000 
舗装補修 面積 133.0 ㎡ 

排水設備 延長 133.6 m 

 

  



- 178 - 

(8）道路保険 

道路管理の不備が原因で事故がおき、道路管理者がその損害賠償をしなければならない場合に備

え、昭和49年8月より損害賠償保険を付保している。 

○ 対 象 道 路  市道認定路線全部及び農道･林道･その他(通学路、法定外道路)  715km 

○ てん補対象  市道上の管理瑕疵または道路の不備による事故（工事中の事故を除く） 

○ 保 険 料  年間  875,830円（令和6年4月） 

○ 賠償限度額   ・対人   1人      100,000千円 

                 1事故        1,000,000千円 

・対物   1事故       20,000千円 

 

表8－8 

年   度 事故件数（件） 賠償金額（千円） 

令 和 2 年 度 2             386 

令 和 3 年 度 1             31 

令 和 4 年 度 2            164 

令 和 5 年 度 0              0 

令 和 6 年 度 4   516 

 

(9）道路台帳の整備 

道路台帳は、図面と調書からなり、道路を行政財産として管理し、あるいはその機能を維持管理

する上で、欠くことのできない種々の資料を網羅したものである。 

昭和61年に道路台帳の整備が、昭和62年に占用物件位置図の整備が全市域完了した。 

引き続き、新規認定や廃止、拡幅、改良等による道路の変化状況及び占用物件の変化状況を経年

補正している。 

 

2. 都市計画 
(1) 都市計画区域 

宇治都市計画（宇治市、城陽市、久御山町、井手町）は、昭和10年1月11日に区域決定され、新都

市計画法の施行（昭和44年6月14日）により市街化区域及び市街化調整区域（いわゆる線引き）が昭

和46年12月28日に指定された。 

表8－9                                         （令和7年3月31日現在） 

都市計画区域（宇治市域）  約4,654 ha 
市 街 化 区 域              約2,227 ha 

市 街 化 調 整 区 域              約2,427 ha 

 

(2) 用途地域 

宇治市においては、昭和42年9月4日に住居、商業、準工業及び工業地域の4用途地域と住居専用地

区が指定されていたが、新都市計画法の施行と建築基準法の一部改正に伴い7種類の用途地域が昭和

48年12月25日から指定された。 

また、都市計画法及び建築基準法の改正により住居系が細分化され、平成8年5月24日から11種類

の用途地域が指定されている。 
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表8－10                                          （令和7年3月31日現在） 

地      域 面      積（ha） 

第 一 種 低 層 住 居 専 用 地 域 約641 

第 二 種 低 層 住 居 専 用 地 域   約2 

第 一 種 中 高 層 住 居 専 用 地 域 約142 

第 二 種 中 高 層 住 居 専 用 地 域  約22 

第 一 種 住 居 地 域 約817 

第 二 種 住 居 地 域  約50 

準 住 居 地 域  約37 

近 隣 商 業 地 域  約46 

商 業 地 域  約17 

準 工 業 地 域 約320 

工 業 地 域 約133 

 

(3) 高度地区 

昭和45年の建築基準法の改正により、旧用途地域における一律の高さ制限が抜本的に改められた

ため、昭和48年の新用途地域の指定に伴い、生活環境を保護し、日照・採光・通風等を確保すると

ともに、防災上からもよりよい居住環境を維持するため、工業地域と商業地域を除く用途地域に、

建物の高さの最高限度を定める高度地区を昭和49年3月15日に指定した。また、良好な景観形成を進

めるため、平成18年1月30日から商業地域の一部にも、高度地区を指定している。 

表8－11                                        （令和7年3月31日現在） 

区    分 面積（ha） 備    考 

第 一 種 高 度 地 区 約643 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域 

第 二 種 高 度 地 区 約164 第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域 

第 三 種 高 度 地 区 約895 第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域 

1 5ｍ 第 三 種 高 度 地 区 約9.2 第一種住居地域 

第 四 種 高 度 地 区 約356 近隣商業地域、準工業地域 

1 5ｍ 第 四 種 高 度 地 区 約2.8 近隣商業地域 

第 五 種 高 度 地 区 約11 商業地域 

 

(4) 防火地域・準防火地域 

昭和48年に定められた用途地域の指定に伴い、安心して住めるまちづくりを進めるため、昭和50

年12月15日から防火地域及び準防火地域を指定している。 

○ 防 火 地 域  約  17 ha  ……… 商業地域 

○ 準防火地域  約 1,434 ha  ……… 第一種中高層住居専用地域  約 142 ha 

第二種中高層住居専用地域  約 22 ha 

第一種住居地域       約 817 ha 

第二種住居地域       約 50 ha 

準住居地域         約  37 ha 

近隣商業地域        約  46 ha 

準工業地域         約 320 ha 
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(5) 風致の維持 

都市計画法に基づき定められた地域地区のひとつである風致地区が、平成27年4月1日より京都府

から本市に、風致地区条例による許可事務が移譲されたことから、良好な自然的景観の保全や史跡、

神社仏閣等を含む歴史的な町並みの景観保全など風致の維持に取り組んでいる。 

○ 黄檗風致地区      23.3 ha 

○ 三室戸風致地区    188.3 ha 

○ 宇治風致地区     758.9 ha 

（宇治特別風致地区   156.0 ha、普通風致地区 602.9 ha） 

 

(6) 地区計画 

用途地域等による建築制限は、秩序あるまちづくりを行うため都市全体の視点から見た大枠ルー

ルであり、だれもが最低限守らなければならないものであるが、地区の街並みや特性に応じた細や

かなまちづくりを行う場合にはこれらの制度だけでは限界がある。 

そこで、地域にあったきめ細やかなまちづくりを行う方法として地区計画制度があり、現在11地

区が都市計画決定されている。 

表8－12                               （令和7年3月31日現在） 

都市計画決定年月日 地区計画の名称 

平成 4年 5月29日 吹前地区地区計画 

平成 8年 5月24日 尖山地区地区計画 

平成 8年 5月24日 JR六地蔵駅北周辺地区地区計画 

平成 8年 5月24日 平尾台地区地区計画 

平成15年 8月29日 大久保地区地区計画 

平成17年 2月 4日 里尻地区地区計画 

平成17年 2月 4日 大開地区地区計画 

平成20年 3月14日 折居地区地区計画 

平成24年12月14日 石橋地区地区計画 

令和 3年12月10日 東隼上り地区地区計画 

令和 6年 1月19日 国道24号沿道安田町地区地区計画 

 

(7) 都市計画道路 

都市計画道路は、交通の用に供するばかりでなく、緊急時の避難路ともなり、さらに電気・ガス・

上下水道・通信など供給施設の設置場所として、都市機能の基盤をささえている。現在、市内の主

要な都市計画道路の整備を実施している。 
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  ○ 都市計画道路の進捗状況 

表8－13                                       （令和6年3月31日現在） 

 
街路幅員 総 延 長 整 備 済 

（m） （m） 延長（m） 率（%） 

宇 治 淀 線 15・16・18・20 約4,030 約1,990 49 

宇 治 槇 島 線 16 約1,770 約1,770 100 

京 都 宇 治 線 16・25 約4,790 約1,970 41 

そ の 他 2 6路 線  約37,860 約24,700 65 

計 （29路線）  約48,450 約30,430 63 

※主要な路線 

(8) まちづくり活動支援 

市民一人ひとりが、その財産である恵まれた環境を生かし、それとの調和を図りながら、誰もが

住みたい、住んでよかったと思うことのできるまちのあり方を考え、まちづくりに主体的に関わる

ことができる仕組みとして、平成20年3月に「宇治市良好な居住環境の整備及び景観の形成を図るた

めのまちづくりに関する条例」を制定した。 

これまで、地域の目指すまちづくりについて地域にお住まいの方々が中心となり、計画づくり等

を進めて行く団体を支援しており、現在、8つの地区まちづくり協議会が認定されている。地区まち

づくり協議会認定後は、まちづくり専門家派遣や活動費助成などのまちづくり活動支援を行ってい

る。 

地区まちづくり協議会が地区の目的とするまちづくりを実現するために独自に定めることができ

る地区まちづくり計画は、現在3計画が策定されている。 

また、まちづくりへの市民参加を推進するため、これまで条例等の周知を目的とした地域セミナ

ーや地域のまちづくりの担い手育成を目的としたまちづくり塾、まちづくりの意見交換の場として

うじ井戸端会議などを開催してきた。令和5年度より各地区まちづくり協議会の取り組みの情報共有

や課題について意見交換を行うことを目的にまち協交流会を開催するなど、まちづくり活動支援に

努めている。 

 

地区まちづくり協議会一覧                    （令和7年3月31日現在） 

認定年月日 地区まちづくり協議会の名称 

平成20年 6月26日 白 川 区 ま ち づ く り 協 議 会 

平成20年12月 8日 南陵町地区まちづくり協議会 

平成21年 8月14日 南御蔵山地区まちづくり協議会 

平成21年 9月25日 宇治市北の玄関街づくり協議会 

平成22年 2月 8日 志津川地区まちづくり協議会 

平成22年 6月11日 明星町地区まちづくり協議会 

平成28年12月26日 平等院表参道まちづくり協議会 

平成29年 9月20日 炭山地区まちづくり協議会 
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地区まちづくり計画一覧                    （令和7年3月31日現在） 

認定年月日 地区まちづくり計画の名称 

平成23年10月14日 南陵町地区まちづくり計画 

平成28年 8月26日 白川区地区まちづくり計画 

令和 2年11月13日 南御蔵山地区まちづくり計画 

 

(9) みどりの基本計画 

「みどりのオープンスペース」は良好な環境の維持・形成に重要な役割を果たしているほか、都

市の安全性の確保、うるおいのある都市景観の形成、レクリエーションの場を提供するとともに、

災害時における避難場所等さまざまな役割を担っており、市民生活にうるおいと安らぎを与え、安

全で快適な都市環境を形成する上で欠くことができない。 

本市は、市域の7割以上が緑で占められており、市全体では緑が豊かに残っているが、そのほとん

どは東部の山麓丘陵地にある。このため、市街地の緑化が特に重要となっている。 

市民が「みどり」とうるおいのある環境を実感でき、うるおいと安らぎのある生活空間があるま

ちづくりを推進するためには、長期的展望に立った計画的な取り組みの中で、現在残されている貴

重な緑をできる限り保全しながら市街地の緑を創造していく必要がある。 

そのため、平成5年3月「宇治市緑化推進計画・緑化基本計画」を策定し、これをもとに緑化の推

進・啓発を行ってきた。 

平成6年には、都市緑地保全法の改正により「緑地の保全及び緑地の推進に関する基本計画『みど

りの基本計画』制度」が創設され、市ごとに計画を策定することになり、宇治市においても平成13

年3月に計画策定を行った。 

宇治市における「みどりの基本計画」は、宇治市の実情を十分に勘案して、創意工夫を生かし、

緑とオープンスペースの確保・創出に関する施策を総合的に展開・推進するための指針である。 

現在、緑化施策として公共施設への植栽、緑化ボランティアの育成及び活動支援などを実施して

いるが、みどりの保全・緑化を推進するためには、これら緑化施策を市民との協働及び役割を分担

することで、より効果的に進めていくことができる。そのため、緑化活動への市民協働及び市民参

画につながる事業を継続して実施し、花と緑あふれる地域環境の創出に努めていく必要がある。 

 

(10) 宇治市名木百選 

宇治市名木百選は、市内各地域に現存している貴重な古木・巨木などの「緑の歴史的遺産」を末

永く保全育成し、市民の緑の文化財にするとともに、「みどり思想」のシンボルとする目的で、昭和

55〜57年度に102件が選定された。しかし選定後、気象災害などにより枯死したもの等もあり平成9

年度に宇治市名木百選第2次選定委員会を設置し、26件を追加選定し、106件となった。（その後、倒

木、枯死により、現在は81件） 

市街化区域内の環境・景観資源として貢献している名木百選は、その保全のために所有・管理者

から相談を受けた場合、その名木について専門家が現地で診断及び治療方法の指導等を行う「宇治

市名木百選アドバイザー派遣事業」と、その指導に基づいて名木保全事業を所有・管理者が実施す

る場合に、市が一定額の事業費補助を行う「宇治市名木百選保全事業」を平成4年度から実施してい

る。 

 



- 183 - 

(11) 緑化啓発 

「一人ひとりが輝き 伝統と新たな息吹を紡ぐまち・宇治」をまちづくりの理念として、みどり

の基本計画に基づく、各施策を推進するためには、市民一人ひとりの緑化意識のより一層の高揚を

図り、市民、行政、事業者などが一体となった緑化運動を展開していく必要がある。 

こうしたことから、公益財団法人宇治市公園公社と連携し、4月及び5月の「みどりの月間」に『花

と緑のキャンペーン』を行い、緑化運動の定着を目指している。 

また、市内各地域の喜老会や町内会等の協力を得て「まちかどふれあい花壇推進事業」を実施し

ているとともに、平成17年度からは、「みどりのボランティア推進事業」を実施し、「緑のボランテ

ィア養成講座」修了生が学んだ知識や技術を生かした花壇管理、苗作り等の緑化ボランティア活動

を支援している。 

平成18年度以降、新たに西宇治公園及び黄檗公園に花壇を設置、管理を行っているほか市役所平

和の像前花壇の管理も行い、地域住民や公園利用者に憩いの場を提供している。 

概ね3～4年の周期でボランティア養成講座を開催し、修了生が新たに緑化ボランティアに参加す

るとともに、各種イベントへの出店や展示会での作品披露など、積極的に緑化啓発に努めている。 

 

(12) 都市公園・都市緑化 

宇治市では、みどりとうるおいのあるまちづくりを目指し、良好な環境の形成、地域コミュニテ

ィの形成等公園の役割の多様化に対応し、都市公園及び都市緑地を市民の憩いの場、スポーツ・レ

クリエーション活動の場として確保するとともに、災害時における避難場所等さまざまな用途に応

じたオープンスペースとして広く市民が利用できるよう整備している。 

 

○ 地区公園 

表8－14                                  （令和7年3月31日現在供用実績） 

 開設年月日 面積（㎡） 施設概要 

 

黄 檗 公 園 

 

S40．8．1 

 

68,957 

体育館・テニスコート・プール 

駐車場・野球場・弓道場 

運動場・ジョギングコース・園路及び広場等 

 

西宇治公園 

 

S48．8．1 

 

38,668 

体育館・テニスコート・プール 

駐車場・多目的広場・多目的コート 

園路及び広場等 

東 山 公 園 S59.10.28 32,427 テニスコート 

 

○ 近隣公園 

表8－15 

 開設年月日 面積（㎡） 施設概要 

道 公 園 S62．8.28 9,270 運動広場・芝生広場 

 

  



- 184 - 

○ 総合公園 

表8－16 

 開設年月日 面積（㎡） 施設概要 

宇治市植物公園 H 8.10.26 101,351 
フラワーブリッジ・緑の館・温室・花の広場 

レストラン等 

   

○ 特殊公園 

表8－17 

 開設年月日 面積（㎡） 施設概要 

大吉山風致公園 H 9．3.31 40,014 展望台・休憩所 

二子塚古墳公園 H 8．4.12  7,064 玄室跡、ふれあい広場・芝生広場・休憩所 

    

○ 街区公園（令和7年3月31日現在） 

        1,000㎡以上    48か所   95,650㎡ 

500～999㎡     55か所   37,043㎡ 

        500㎡未満     48か所   18,184㎡ 

 

        都市緑地（令和7年3月31日現在） 

                  23か所   45,491㎡ 

        緑道            

                  木幡緑道   3,703㎡ 

 

○ 緑地協定実施要綱－平成19年3月改正 

この要綱は、都市緑地法に基づき、本市の都市計画区域内における私的空間の緑化を推進する

ことにより、良好な都市環境の形成を図るための緑地協定についての必要な事項を定めており、

昭和51年10月15日から施行されている。 

  （協定の締結を促進すべき区域） 

・ 都市計画法に定める第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専

用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、風致地

区、同法の規定により許可を受けて行う宅地開発区域内。 

 

       協定の締結状況（令和7年3月31日現在）  45件  640,644㎡  



- 185 - 

令和6年度 有料公園施設・有料公園の利用及び収入状況 

表8－18 

施 設 名 利 用 数 使 用 料 

黄 檗 

体育館 

多 目 的 ア リ ー ナ 32,111人 7,235,560円 

コミュニティアリーナ 20,616人 3,822,350円 

ト レ ー ニ ン グ 室 18,661人 5,516,160円 

（うち１回利用）  4,792人 1,943,200円 

そ の 他 10,817人 1,526,990円 

計 82,205人 18,101,060円 

黄 檗 公 園 野 球 場 23,100人 3,358,240円 

テニス 

コート 

黄  檗（人 工 芝) 19,441人 6,623,800円 

 黄  檗（全天候ハード） 7,197人 1,724,000円 

 東  山（ク レ ー） 15,165人 1,783,600円 

 東  山（人 工 芝） 17,298人 5,257,700円 

黄 檗 弓 道 場 10,277人 2,172,120円 

黄 檗 ふ れ あ い 公 園 運 動 場 22,663人 711,780円 

黄 檗 プ ー ル 11,731人 2,652,070円 

黄 檗 公 園 管 理 事 務 所 分 計 42,384,370円 

西宇治 

体育館 

多 目 的 ア リ ー ナ 48,854人 8,946,230円 

コミュニティアリーナ 18,436人 4,260,410円 

ト レ ー ニ ン グ 室 33,005人 9,038,780円 

（うち１回利用） 7,356人 3,051,700円 

そ の 他 16,071人 2,602,670円 

計 116,366人 24,848,090円 

西 宇 治 テ ニ ス コ ー ト （ 人 工 芝 ） 17,204人 5,495,720円 

西 宇 治 プ ー ル 21,299人 5,289,390円 

西 宇 治 多 目 的 運 動 広 場 46,203人 2,092,260円 

西 宇 治 多 目 的 コ ー ト 照 明 施 設 1,836人 260,480円 

西 宇 治 公 園 管 理 事 務 所 分 計 37,985,940円 

有 料 公 園 施 設 合 計 80,370,310円 

宇 治 市 植 物 公 園  

  有 料 入 園 者 46,850 人 16,573,460円 

  無 料 入 園 者 63,296 人  

           計             110,146 人  

  駐 車 台 数 21,125 台 8,464,300円 

  施 設 使 用 料 （ レ ス ト ラ ン 等 ） 7,228,059円 

合                計 32,265,819円 

有 料 公 園 ・ 有 料 公 園 施 設 合 計 112,636,129円 
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(13) 都市景観の形成 

平成20年4月に「悠久の歴史と自然を今に活かしふるさと宇治を誇り伝えん」を基本理念とし、

めぐまれた歴史的環境と豊かで美しい自然と調和したふるさと宇治の景観を保全し、市民とともに、

快適でうるおいのある景観づくりをすすめていくために「宇治市景観計画」を策定し、建築物、工

作物などの規制誘導を行う事で、良好な景観形成を進めるための取り組みを行っている。 

 

3. 都市整備 

(1) 宅地開発等に関する指導 

宇治市の宅地開発等の開発事業に関する指導については、昭和43年に開発指導要綱を制定し、京

都府地球温暖化対策条例施行に伴う平成19年の改正まで数度にわたる改正・制定を行ってきた。 

その間、宅地開発・集合住宅建設等に対し、無秩序な開発の防止、公共・公益施設整備の適正な

指導及び開発に伴う社会的費用の受益者による適正な負担などにおいて一定の成果をあげてきたが、

社会環境、情勢の変化に伴い、より上質な居住環境の求めに対応するため、平成20年4月1日に『宇

治市良好な居住環境の整備及び景観の形成を図るためのまちづくりに関する条例（通称：宇治市ま

ちづくり・景観条例）』を制定し、開発指導にかかる部分を平成21年4月1日から運用している。 

また、条例に基づく「宇治市開発事業ガイドライン要綱編・技術基準編」を制定し、開発指導に

あたっている。 

ア. 条例の要旨（開発関連） 

○ 近隣住民、周辺住民への周知 

○ 開発事業の事前協議 

○ 協定の締結 

○ 地区まちづくり計画区域における開発事業に関する紛争の調整 

○ 寄附金の協力 

○ 罰則規定 

イ. 適用範囲 

○ 宅地開発事業 

・事業区域面積が300㎡以上の宅地開発事業 

○ 中高層建築行為 

    ・建築物の高さが10m以上の建築物 

○ 特定用途建築行為 

    ・事業区域面積が300㎡以上の集客施設、工場、事務所、倉庫、病院、神社等 

    ・集合住宅、危険物の貯蔵場、葬祭場、学校、福祉施設、墓地等 

○ 建築行為等を伴わない土地利用の変更及び現況の土地利用を著しく変更する行為 

    ・事業区域面積が300㎡以上の資材置場、自動車駐車場等へ利用を変更する行為 

○ 地区まちづくり計画が認定されている地区内で行われる開発事業 
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ウ. 協議内容 

○ 開発事業者の公共・公益施設整備の協力 

○ 居住環境保全のための緑化推進、公害対策 

○ 中高層建築物による電波障害・日照問題対策 

○ 宅地区画・集合住宅専用面積の基準 

○ 駐車場・駐輪場の確保 

○ 埋蔵文化財の保存対策  等 

エ. 令和6年度における協定の締結状況（新規協定締結件数） 

・ 宅地開発事業               9件 

・ 特定用途建築行為（集合住宅）      11件 

・ 特定用途建築行為（集合住宅以外）    22件 

 

(2) 建築物等に関する指導 

建築物等を建築しようとする場合、建築基準法の規定により、その計画が建築物の敷地、構造、

設備及び用途に関する法律、政令等に適合するものであることを建築確認申請書を提出して建築主

事あるいは指定確認検査機関の確認を受けるとともに、中間検査や完了検査を受ける必要があり、

安全で安心な建築物が建てられるよう建築主等に普及、啓発及び指導を行っている。 

また、多数の者が利用する建築物を建築しようとする場合、「高齢者、障害者等の移動等の円滑

化の促進に関する法律」の規定により、出入口、便所、階段等に必要な措置を講じるよう指導して

いる。 

耐震規定を満たしていない既存の建築物で、多数の者が利用する用途の建築物については、「建

築物の耐震改修の促進に関する法律」の規定により、地震に対する耐震診断及び耐震改修を行うよ

う指導している。   

また、既存の一定規模以上のホテル、旅館等の所有者・管理者に対し、防火・避難上適切な維持

管理について定期調査・検査報告書の提出を指導している。 

 

○ 年度別建築確認等申請件数（計画通知を含む。）計変含まず 

表8－19 

 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 

建 築 物 615件  616件  578件  543件  565件  

昇 降 機 等 29件  26件  30件  28件  21件  

工 作 物 15件  19件  21件  11件  7件  

計 659件  661件  629件  582件  593件  

        ※指定確認検査機関の確認申請件数を含む（平成11年度以降） 
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○ 定期報告対象建築物報告件数 

表8－20 

 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 

建 築 物 48件  21件  41件  62件  22件  

建 築 設 備 69件  77件  81件  48件  91件  

防 火 設 備 37件  40件  41件  87件  48件  

EV+エスカレーター+小荷物昇降機 

（小荷物昇降機は平成30年度から） 
714件  724件  725件  766件  762件  

 

(3) 交通バリアフリー 

平成17年7月に「宇治市交通バリアフリー全体構想」を策定し重点整備地区に位置付けた「大久保

駅周辺地区」及び「宇治駅周辺地区」について、ワークショップを取り入れながら市民・事業者・

行政が協働で「交通バリアフリー基本構想」を策定し、関係事業者が具体的なバリアフリー化事業

を実施してきた。 

また、平成27年3月に「宇治市交通バリアフリー全体構想」を改訂し、新たに木幡・黄檗・伊勢田

駅周辺の3地区を重点整備地区に位置付け、平成28年3月に木幡駅周辺地区、平成29年3月に黄檗駅周

辺地区、平成30年 3月に伊勢田駅周辺地区の交通バリアフリー基本構想をそれぞれ策定した。JR黄

檗駅のバリアフリー化工事については令和3年度に着手し、令和7年度末完成を目標に事業を進めて

いる。 

 

(4) 鉄道軌道整備 

JR奈良線の複線化を推進するため、本市を含む5市2町の自治体で「JR奈良線複線化促進協議会」

を結成し、要望活動や各種の利用促進事業を実施している。 

促進協議会の活動成果もあり、平成24年度には関係市町、京都府、JR西日本の共同でJR奈良線の

調査を行い、平成25年8月には関係市町、京都府、JR西日本との間でJR奈良線の高速化・複線化第二

期事業に関する基本協定を締結し第二期事業に着手した。JR西日本が行っていた関係法令に基づく

手続きは完了し、平成28年度には地元説明会を実施し、複線化事業は、令和5年3月に開業し、現在

電気工事等を実施し、令和8年度中の完了を目標としている。また、複線化の関連事業である六地蔵

駅の改良についても、複線化の開業と同時に開業し、既存駅舎等の撤去をおこない令和5年度末に完

了した。 

 

(5) 宇治の歴史まちづくり 

平成21年2月に「宇治の文化的景観」が重要文化的景観に選定、平成21年7月に宇治川太閤堤跡が

史跡に指定されたのを契機に、平成21年7月に策定した「宇治茶と歴史・文化の香るまちづくり構想」

に基づき、「歴史と文化の風格が漂うお茶のまち・宇治」を目指したまちづくりを進めている。また、

平成24年3月に、地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律（通称 歴史まちづくり法）

に基づく宇治市歴史的風致維持向上計画を策定し、令和5年3月には第2期計画を策定し、本市の歴史

まちづくりの取り組みのさらなる充実を進めている。 
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4. 河川・排水路 

(1) 河川・排水路の改修整備 

都市化の進展に伴う雨水の流出量の増大や近年多発している局地的豪雨に対応した治水対策と合

わせ、快適な生活環境の確保を図るため、準用河川・普通河川及び排水路の改修や整備に努めてい

る。 

準用河川名木川については、平成19年度から事業化された都市計画道路宇治淀線の整備に併せ、

約350mについて改修に取り組み、平成28年度に事業が完了した。 

なお、市内を流れる主な河川等は次表のとおりである。 

表8－21 

種 別 管 理 者 数 延長（㎞） 

河 川 法 の 適 用 

を 受 け る も の 

一 級 河 川（指定区間外） 国 土 交 通 大 臣 4    9.65   

一 級 河 川（指 定 区 間） 京 都 府 知 事 9    28.15   

準 用 河 川 宇 治 市 長 1    1.61   

下水道法の適用

を 受 け る も の 

公 共 下 水 道 （ 雨 水 ） 宇 治 市 長 19    25.25   

都 市 下 水 路 宇 治 市 界 城 陽 市 長 1    1.09   

そ の 他 普通河川・その他水路 

京 都 府 知 事 

184    113.97   宇 治 市 長 

巨 椋 池 土 地 改 良 区 

     ※ 1．延長は宇治市域のみ、概数。    3．その他は流域面積が0.05㎢以上のもののみ。  

      2．公共下水道は主要な管渠のみ。 

 

(2) 宇治川の治水対策 

国は、昭和28年の台風第13号による洪水に鑑み、宇治川の計画高水流量を900㎥/sと計画し、天ケ

瀬ダムの建設（昭和39年竣工）や河道改修等の工事を実施した。その後、出水が相次いだことなど

から、昭和46年の計画高水流量を1,500㎥/sとする見直しに伴い、護岸整備や引き堤工事を実施し、

平成21年3月には淀川水系河川整備計画を策定した。この計画により、平成30年度には塔島地区の宇

治川改修事業、令和4年度には天ケ瀬ダム再開発事業が完了し、宇治川の流下能力は1,500㎥/sに、

天ケ瀬ダムの洪水調節時放流量は1,140㎥/sに向上した。 

また、近年の豪雨の激甚化・頻発化や気候変動の影響を考慮し、令和3年8月に淀川水系河川整備

計画が変更された。今後とも、国に対して、宇治川の更なる治水安全度の向上が図られるよう働き

かけていく。 
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(3) 河川水路等保険 

河川や水路の管理瑕疵または不備による事故に備え、昭和55年3月より、損害賠償保険を付保して

いる。 

○ 対象河川等   普通河川、水路（法定外水路、都市下水路、市有水路）114km   

             ポンプ場処理場 93,246㎡ 

○ てん補対象   河川等の管理瑕疵または不備による事故 

○ 保 険 料   年間  133,250円（令和6年4月） 

○ 賠償限度額   ・対人  1人     30,000千円 

                  1事故    100,000千円 

             ・対物  1事故    20,000千円 

 

5. 雨水流出抑制対策 

近年、地球温暖化に伴う気候変動により局地的豪雨が頻発し、市内各地で浸水被害が多発している

ことから、小中学校の敷地内に降った雨を一時的にグラウンドの表面に貯留する雨水流出抑制施設（オ

ンサイト貯留）や、降雨時の水路に流れ出る水を小中学校のグラウンドや公園等の地下に貯留する雨

水流出抑制施設（オフサイト貯留）の設置に取り組んできた。 

 令和6年度末までに雨水流出抑制施設設置工事が完成した小中学校等は以下のとおり。 

表8－22 

施設名 オンサイト貯留量（㎥） オフサイト貯留量（㎥） 

伊 勢 田 小 学 校 1,100 4,600 

西 宇 治 中 学 校 1,200 4,300 

神 明 小 学 校 1,080 - 

小 倉 小 学 校 1,589 - 

南 宇 治 中 学 校 2,658 - 

宇 治 中 学 校 1,087 - 

開 第 一 児 童 公 園 - 540 

西 大 久 保 小 学 校 2,100 3,300 

西 小 倉 小 学 校 2,100 - 

老 ノ 木 雨 水 貯 留 管 - 1,550 

西 川 原 児 童 公 園 - 1,300 

 

6. 住 宅 

(1) 市営住宅の維持管理 

  既設市営住宅の住環境を維持し、適正管理をするため、計画的に維持補修管理を行っている。 
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(2) 市営住宅の現状 

表8－23                                         （令和7年4月1日現在） 

市営住宅名 種別 建設年度 構造 戸数 障害 高齢 備考 

木 幡 河 原 

D棟 公営 昭和61年度 耐火（RC）2階建 10 

60 

   

1棟 
公営 

平成12年度 高層耐火（RC）6階建 
9  (1)  

改良 21 (3) (2)  

2棟 
公営 

平成13年度 中層耐火（RC）5階建 
14 (5)   

改良 6    

黄 檗 

1棟 

公営 

平成16年度 中層耐火（RC）5階建 35 

124 

  

障害者向けグループホーム（1） 
2棟 平成18年度 

高層耐火（RC）6階建 

30   

3棟 
平成20年度 

18 (1)  

4棟 41 (2) (3) 

五 ケ 庄 野 添 
3棟 

公営 昭和60年度 中層耐火（RC）3階建 
12 

24 
(1)  

 
4棟 12   

五 ケ 庄 福 角 
1棟 

公営 昭和58年度 中層耐火（RC）3階建 
12 

36 
(1)  

 
2棟 24   

宇 治 玉 池 公営 昭和52年度 簡易耐火（PC）2階建 10 10    

宇 治 東 山 公営 

昭和51年度 
簡易耐火（PC）2階建 

6 

34 

   

昭和52年度 11    

昭和61年度 
耐火（RC）2階建 

4    

平成6年度 4    

平成12年度 中層耐火（RC）3階建 9    

神 明 宮 東 公営 
昭和55年度 

中層耐火（RC）3階建 
12 

36 
(1)  

 
昭和56年度 24 (1)  

神 明 宮 西 

1棟 

公営 

平成9年度 

中層耐火（RC）3階建 

12 

54 

 (1) 

 
2棟 15   

3棟 
平成10年度 

12  (2) 

4棟 15 (1)  

槇 島 吹 前 

5棟 

公営 

昭和44年度 
中層耐火（PC）5階建 

30 

155 

   

6棟 昭和45年度 30    

7棟 昭和46年度 中層耐火（RC）5階建 30    

8棟 平成10年度 高層耐火（PC）6階建 30  (3) 

 
9棟 平成11年度 中層耐火（PC）5階建 

30 (1) (2) 

準 公 営 5   

小 倉 中 畑 公営 平成7年度 
高層耐火（RC）6階建 

一部4階建 
60 60 (1) (2)  

大 久 保 旦 椋 公営 平成3年度 
中層耐火（RC）4階建 

30 30 (2) (3)  
一部3階建 

伊 勢 田 ウ ト ロ 

1棟 
改良 

平成28年度 

中層耐火（RC）5階建 

32 
40 

  
 

そ の 他 8   

2棟 
改良 

令和3年度 
3 

12 
  

 
そ の 他 9   

改 良 住 宅 計  62 (3) (2)  

公 営 住 宅 計  591 (17) (17)  

準 公 営 住 宅 計  5    

そ の 他 住 宅 計  17    

合 計  675 (20) (19)  

        （ ）内 うち数        

障害：障害者世帯優先戸数 

高齢：高齢者世帯優先戸数 
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(3) 高齢者向け優良賃貸住宅 

高齢者の居住の安定の確保を図るため、平成20年度に民間事業者による高齢者向け優良賃貸住

宅（1か所・34戸）の整備に補助を行った。また平成21年度から家賃減額補助を行い、入居者の家

賃負担の軽減を図っている。 

 

7. 交通安全対策 

(1) 交通事故の発生状況 

令和6年中に発生した宇治市内の交通事故は、発生件数235件（対前年比12件増）、死者数2人（対

前年比3人減）、負傷者数261人（対前年比16人増）である。 

表8－24 

 

(2) 宇治市交通安全対策協議会 

交通安全の諸問題について対策を協議し、安全かつ円滑な道路交通の確保を効果的に推進する

ことを目的に結成された。現在、32の行政機関及び民間団体で構成されている。毎年度開催され

る宇治市交通安全対策協議会総会で、当年度の交通情勢を踏まえた交通安全対策の方針を策定し

実施する。 

 

○ 令和6年度交通安全対策の取組重点 

［最重点］ 

 ・子どもの交通事故防止対策の推進 

 ・高齢者の交通事故防止対策の推進 

 ・自転車の安全利用の推進 

［重点］ 

   ・早めのライト点灯、反射材用品等の着用の推進 

 ・飲酒、妨害運転根絶の推進 

 ・シートベルト、チャイルドシート着用の推進 

 ・二輪車の安全利用の推進 

 ・迷惑駐車対策の推進 

 

  

年  次 件 数(件) 死 者(人) 負傷者(人) 
人口1,000人当たり

死傷者数(人) 

100世帯当たり 

発生件数(件) 

令和2年 283 1 329 1.8 0.3 

令和3年 279 3 333 1.8 0.3 

令和4年 202 0 235 1.3 0.2 

令和5年 223 5 245 1.4 0.3 

令和6年 235 2 261 1.5 0.3 
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○ 令和6年度交通安全運動の推進 

・春の全国交通安全運動  4/ 6〜 4/15 

・夏の交通事故防止府民運動 7/21〜 7/30 

・秋の全国交通安全運動  9/21〜 9/30 

・年末の交通事故防止府民運動 12/1〜12/10 

 

(3) 交通安全対策会議と交通安全計画 

昭和47年に交通安全対策基本法の規定に基づき、本市の区域における陸上交通の安全に関する

総合的な施策の企画に関して審議しその施策の実施を目的に、宇治市交通安全対策会議を設置し、

5年に1度、本市の交通安全対策全般にわたる総合的かつ長期的な施策の大綱になる交通安全計画

を作成してきた。 

令和3年度に作成した第11次宇治市交通安全計画（令和3年度～令和7年度）では、子ども及び高

齢者の交通事故防止、自転車の安全利用の促進を重点項目として交通安全対策の推進を図ること

としている。また、令和7年までに年間の交通事故死者数をゼロとするとともに、年間の交通事故

重傷者数を45人以下とすることを目標としている。この目標に対し、令和6年の交通事故死者数は

2人、交通事故重傷者数は59人であった。 

 

(4) 交通指導員 

交通指導員制度は、信号や横断歩道が敷設されていなかった昭和45年に、登校時の安全保全の

ため設置された。役割は通学途中の指定された横断箇所に立番し、児童に対して現場指導をする

ものであり、警察官のように交通整理をする権限はもっていない。現在は市内の小学校22校中20

校に、25箇所配置している。 

 

(5) 国際ソロプチミスト宇治奨学資金等 

昭和44年から交通遺児の救済対策の一環として実施してきた交通遺児見舞金・激励金支給制度

にかわり、昭和61年度から発足したもので、国際ソロプチミスト宇治から受けた寄付金をもとに

交通事故により父または母をなくした児童に対し、経済的な援助を行っている。平成28年度は、1

件20,000円を支給。平成29年度以降は支給なし。 

 

○ 見舞金 

   ・父母等のいずれかを失った交通遺児のそれぞれに対し 10,000円 

   ・父母等を同時に失った交通遺児のそれぞれに対し   20,000円 

○ 奨学金 

   ・小学校等の入学時 10,000円 

   ・中学校等の入学時 20,000円 

○ 激励金 

   ・中学校等の卒業時 20,000円 
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(6) 放置自転車対策と自転車等駐車場の整備 

駅周辺における放置自転車は全国的にも大きく社会問題化しており、本市においてもその対策

や解決については極めて困難な状況となっていた。 

こうした状況に対処するため、駅周辺の自転車放置防止対策として、計画的に自転車等駐車場

の整備を進めた結果、現在、市内14駅中11駅に16の自転車等駐車場を設置している。あわせて、

平成3年4月1日に「宇治市自転車の駐車秩序の確立に関する条例」を施行し、駅周辺を放置禁止区

域に指定し、区域内の放置自転車を撤去することにより、放置自転車の台数は年々減少し、駅周

辺における市民の交通安全、生活環境の保全を図っている。 

なお、平成18年度から、自転車等駐車場は指定管理方式により管理運営している。 

 

市営自転車等駐車場設置状況 

表8－25                                                                          （令和7年3月31日現在） 

 

  

 名           称 供用開始年月日 

1 京 阪 三 室 戸 駅 前 自 転 車 等 駐 車 場 S58. 2. 1 

2 近 鉄 伊 勢 田 駅 前 自 転 車 等 駐 車 場 R 3．4．1 

3 J R 宇 治 駅 南 自 転 車 等 駐 車 場 
H元. 4. 1 

(H14. 3.20移転) 

4 J R 木 幡 駅 前 自 転 車 等 駐 車 場 H 2. 4. 6 

5 近 鉄 小 倉 駅 西 第 1自 転 車 等 駐 車 場 
H 2.12.17 

(R6. 3.30移転) 

6 近 鉄 小 倉 駅 西 第 2自 転 車 等 駐 車 場 H 2.12.17 

7 J R 黄 檗 駅 前 自 転 車 等 駐 車 場 H 3. 9. 1 

8 J R 六 地 蔵 駅 前 自 転 車 等 駐 車 場 H 4.10.22 

9 J R 新 田 駅 前 自 転 車 等 駐 車 場 H 4.11.24 

10 J R六 地 蔵 駅 前 第 2自 転 車 等 駐 車 場 H 5. 9.25 

11 京 阪 木 幡 駅 前 自 転 車 等 駐 車 場 H 6. 4.25 

12 近 鉄 小 倉 駅 東 自 転 車 等 駐 車 場 H 7. 5. 1 

13 J R 黄 檗 駅 前 第 2 自 転 車 等 駐 車 場 H12. 4. 1 

14 J R 宇 治 駅 北 自 転 車 等 駐 車 場 H13. 3. 3 

15 J R 小 倉 駅 北 自 転 車 等 駐 車 場 H13. 3. 3 

16 J R 小 倉 駅 南 自 転 車 等 駐 車 場 H13. 3. 3 
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自転車等駐車料金 

表8－26                                                                          （令和7年3月31日現在） 

 

令和6年度の「放置自転車撤去・返還状況」は下表のとおりとなっている。 

 

放 置 自 転 車 撤 去 ・ 返 還 状 況 

表8－27  

 

  

   種別 

区分 

自 転 車 原動機付自転車 自 動 二 輪 車 

屋根あり(円) 屋根なし(円) 屋根あり(円) 屋根なし(円) 屋根あり(円) 屋根なし(円) 

定期 

1か月 2,600 2,100 4,000 3,200 4,600 3,700 

3か月 7,400 5,900 11,400 9,100 13,100 10,500 

6か月 14,000 11,200 21,600 17,300 24,800 19,900 

一時利用 150円/1日1回 250円/1日1回 300円/1日1回 

放置禁止区域 撤去台数（台） 返還台数（台） 返還率（%） 禁止区域指定 

J R 宇 治 駅 北 3 1 33.3% H13. 3. 3～ 

J R 宇 治 駅 南 8 1 12.5% H 3.10. 1～ 

京 阪 宇 治 駅 2 1 50.0% H 8. 3.28～ 

京 阪 三 室 戸 駅 0 0 - H 3.10. 1～ 

J R 黄 檗 駅 2 2 100.0% H 3.10. 1～ 

京 阪 黄 檗 駅 0 0 - H 3.10. 1～ 

J R 木 幡 駅 0 1 - H 3.10. 1～ 

京 阪 木 幡 駅 5 2 40.0% H 6. 5. 2～ 

J R 六 地 蔵 駅 24 8 33.3% H 4.11. 1～ 

J R 新 田 駅 5 2 40.0% H 4.12. 1～ 

J R 小 倉 駅 北 10 6 60.0% H13. 3. 3～ 

J R 小 倉 駅 南 2 2 100.0% H13. 3. 3～ 

近 鉄 大 久 保 駅 4 0 0.0% H 3.10. 1～ 

近 鉄 伊 勢 田 駅 1 0 0.0% H 3.10. 1～ 

近 鉄 小 倉 駅 西 9 3 33.3% H 3.10. 1～ 

近 鉄 小 倉 駅 東 1 0 0.0% H 7. 5. 1～ 

小     計 76 29 38.2%  

放置禁止区域外 15 3 20.0%  

警 察 引 き 取 り - 6 -  

合    計 91 38 41.8%  
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(7) 高齢者運転免許証自主返納支援事業  

高齢者の運転による交通事故の抑制を図るため、高齢者の運転免許証自主返納支援として、令

和3年度より対象者に対して、ICOCA 2,000円分（デポジット 500円含む）を交付している。 

＜対象者（次のいずれにも該当する人）＞ 

 ・有効な運転免許証を自主的に返納（全部取消）した人 

 ・自主返納及び申請時点で宇治市に住民登録がある人 

 ・自主返納した時点で65歳以上の人 

 ・返納した日から起算して1年以内に支援事業の申請をした人 

 

(8) 交通安全教室の実施 

市内の小・中・高等学校等及び公私立幼稚園、保育所（園）の生徒・児童等を対象に、交通安

全教育の一環として春・夏・秋に分けて京都府宇治警察署の協力を得て交通安全教室を実施し、

『交通ルールを守って、交通事故から自分を守る』という意識の高揚を図っている。 

 

(9) 宇治市自動車駐車場 

駅周辺の駐車秩序の確立を目指して、2か所で自動車駐車場を設置し、管理運営を行うことで市

民の利便性向上を図っている。 

※平成18年度～    指定管理方式により管理運営 

 平成22年4月1日～  近鉄大久保駅前自動車駐車場 駅前交通広場整備に伴い市直営に変更 

 平成23年3月28日正午 近鉄大久保駅前自動車駐車場 閉鎖 

 平成25年4月1日～  近鉄大久保駅前自動車駐車場 指定管理方式により再供用開始 

 

表8－28 

 

(10) 地域公共交通活性化事業 

平成23年8月、バス事業者からの市内13系統のバス路線廃止に係る申し出を発端に、沿線地域へ

の説明会、乗降調査やアンケートを実施し、それらを踏まえ効率的な路線・ダイヤに変更して、

路線バスの実証実験運行を行い、路線バスの利用状況などから存続の可能性を検証した。 

また並行して、路線休止となった地域での、路線バスに替わる公共交通手段の確保と、全市的

な公共交通利用促進の方法を模索するため、宇治市公共交通活性化委員会を設置し、検討を進め、

平成26年3月に住民、交通事業者、市の役割分担により、公共交通を運行する事業である「宇治市

のりあい交通事業」制度を設けた。この制度を活用し、明星町地域では平成27年4月から本格運行

名 称 設置年月日 収容台数 利用時間 使用料 

J R 宇 治 駅 前 

自 動 車 駐 車 場 
昭和63年6月1日 13台 24時間 30分間までごとに100円 

近鉄大久保駅前 

自 動 車 駐 車 場 
平成8年11月18日 29台 24時間 

入庫から15分間未満 無料 

入庫から15分間以上30分間まで 100円 

以降30分間までごとに100円 
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を、西小倉地域では平成30年10月から本格運行を実施され（利用者数が少ないことなどから令和

元年9月末で運行を休止）、また槇島町地域では、制度の活用に向けて協議を行われてきたが、運

行開始には至っていない。 

宇治市公共交通活性化委員会については、平成26年11月、道路運送法に基づく「地域公共交通

会議」に移行した。 

 

(11) 高齢者買物移動支援事業 

令和3年7月に策定した「宇治市公共交通体系基本計画」に基づき、地域に必要な移動手段を確

保するため、地域住民の主体的な取り組みに対して、既存公共交通との整合を図りながら、運営

に関する新たな支援策として、令和5年1月から槇島町紫ケ丘地域において病院が運行する送迎車

両を活用し、高齢者の買物支援のための必要最小限の移動手段を確保し、かつ公共交通への移行

可能性を検証する実証運行を開始した。 

実証運行の結果、1便当たり約0.7人となり、病院送迎車両の運行に支障のない範囲で、高齢者

の買物支援に対する地域の需要数に見合った移動手段となる一方、利用者が少数のため、公共交

通（有料）への移管は難しい状況となったが、引き続き福祉部局と連携し、地域の高齢者の移動

手段を確保するため、令和5年8月から本格運行に移行した。 

 


